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第１章  職員の任免及び職員数に関する状況 

 

１ 職員の任免の状況 

 (1) 採用状況 

区  分 採用者数 

事  務  職 ６人 

技  術  職 ２人 

保  健  師 ２人 

保育士･幼稚園教諭 ４人 

技能労務職 １人 

消 防  職 ３人 

医 療 職 １７人 

合      計 ３５人 

 （注） 採用者数は、平成22年4月2日から平成23年4月1日に採用した人数です。 

 

 

(2) 退職状況（平成２２年度） 

区  分 普通退職 勧奨退職 定年退職 合  計 

事  務  職 １人 ３人 １人 ５人 

保  健  師 １人 － －  １人 

技能労務職 － － ２人  ２人 

保育士･幼稚園教諭 １人 １人   ２人  ４人 

消  防  職 － １人 １人  ２人 

医  療  職 ８人 － －  ８人 

合計 １１人 ５人 ６人 ２２人 

  （注） 退職者数は、平成22年4月2日から平成23年4月1日に退職した人数です。 
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２ 職員数の状況 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

                                                                     （各年４月１日現在） 

          区 分 

 

部 門 

職 員 数（人） 
対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成22年 平成23年 

一
般
行
政
部
門 

議    会 7 7 0 
・定員適正化に向けた定員管理 

総    務 94 95 1 

税    務 23 22 ▲1 

農林水産 10 11 1 

商    工 7 7 0 

土    木 38 39 1 

民    生 78 81 3 

衛    生 34 35 1 

小  計 291 297 6 

特
別
行
政
部
門 

教    育 79 75 ▲4 

消    防 71 73 2 

小  計 150 150 ▲2 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病    院 79 87 8 

水    道 14 13 ▲1 

下 水 道 17 18 1 

そ の 他 19 19 0 

小  計 129 129 8 

合  計 
570 

[ 689 ] 

582 

 [  689 ] 

12 

[   0] 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計です。 
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

区分
20歳

未満

20歳
～

23歳

24歳
～

27歳

28歳
～

31歳

32歳
～

35歳

36歳
～

39歳

40歳
～

43歳

44歳
～

47歳

48歳
～

51歳

52歳
～

55歳

56歳
～

59歳

60歳

以上
計

職員数 2人 17人 49人 66人 80人 83人 61人 38人 59人 71人 52人 4人 582人

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20歳

未満

20歳

～

23歳

24歳

～

27歳

28歳

～

31歳

32歳

～

35歳

36歳

～

39歳

40歳

～

43歳

44歳

～

47歳

48歳

～

51歳

52歳

～

55歳

56歳

～

59歳

60歳

以上

構成比

1年前の構成比

 

 

 

                                                              

３ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

 (1) 定員適正化目標 

             計画期間 数値目標 

始 期
 

終 期
 H22.4.1 

職 員 数 

H23.4.1 

職 員 数 

H22 対 H23 

増減数 増減率 

平成22年4月1日 平成27年4月1日 
568人 

（420人） 

582人 

（422人） 

14人 

（2人） 

2.5％ 

（▲0.5％） 

  （注） （    ）内は、消防職及び医療職を除く職員数です。 
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 (2) 定員適正化計画の進捗状況 

                                                                     （各年４月１日現在） 

 

 

平成 22 年 

 

平成 23 年 

1年目 

平成 24 年 

2年目 

平成 25 年 

3年目 

平成 26 年 

4年目 

平成 27 年 

5年目 
合計 

減 員 － 
22人 

（12人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

増 員 － 
35人 

（15人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

差 引 － 13人      

職員数 568人 581人      

  （注） （    ）内は、消防職及び医療職を除く職員数です。 
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第２章  職員の給与の状況 

 

１ 総括 

 (1) 人件費の状況（一般会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

(22年度末) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考)  

21 年度の人件費率 

22年度 47,752人 20,961,853千円 1,159,582千円 3,696,857千円 17.6% 17.9% 

（資料：平成22年度地方財政状況調査表） 

 (2) 職員給与費の状況（一般会計予算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末･勤勉手当      計   Ｂ 

23年度 450人 1,643,613千円 389,715千円 624,010千円 2,657,338千円 5,905千円 

                     （資料：平成23年度当初予算書） 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

          ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

           

 

(3) ラスパイレス指数の状況（４月１日現在） 

101.7

98.8

90

95

100

105

亀山市 全国市平均

H２２

 

 

      （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の 

        給与水準を示す指数です。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 42.2歳 330,900円 
402,600円 

（374,500円） 

医療職 39.7歳 290,808円 
427,300円 

（342,500円） 

 

医    師 43.0歳 462,600円 
1,113,800円 

（589,300円） 

医療技師 42.7歳 309,600円 
391,100円 

（353,300円） 

看 護 師 38.5歳 288,000円 
358,600円 

（312,800円） 

（資料：平成22年度給与実態調査） 

 （注）１ 「平均給料月額」とは、平成２３年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。  

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など

の諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものです。 

３  （      ）内は、時間外勤務手当、特殊勤務手当を除く額です。 

 

(2) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（技能労務職） 

区  分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

亀山市 49.2歳 29人 287,600円 318,200円 

 
清掃職員 48.2歳 3人 289,600円 354,400円 

調理員 49.4歳 10人 286,300円 302,500円 

用務員 52.8歳 6人 314,400円 344,100円 

運転手 42.3歳 1人 272,800円 406,600円 

その他 52.3歳 10人 276,400円 270,800円 

 

技能労務職員の基本的な考え方及び今後の取組内容 

亀山市行政改革大綱の主旨に沿って策定した「定員適正化計画」において、平成１７年度

から平成２２年度までの５年間に５％（２３人）の削減率を目標値として定めました。 

この目標を達成するため、業務の効率化・合理化を進め、正規職員、非常勤職員を問わず

公務に従事する職員の実践的な採用及び人員配置について創意工夫するとともに、外部委託

等の推進や指定管理者制度の導入などに取り組んだ結果、昨年度目標を達成することができ

ました。 

今後は、今年度策定した定員適正化計画に基づき、労務職については、必要に応じて給食

調理員を採用する場合を除き、原則として退職者補充は行わないこととします。また、給与

制度についても見直しの検討を行い、適正な定員管理に努めていきます。 
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 (3) 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在） 

 亀山市 三重県 国 

一般行政職 

大 学 卒 161,600円 178,800円 
181,200円（Ⅰ） 

172,200円（Ⅱ） 

高 校 卒 140,100円 144,500円 140,100円 

技能労務職 高 校 卒 146,700円 144,500円 - 

医療職(医師) 大 学 卒 308,800円 323,600円 - 

医療職(医療技師) 大 学 卒 184,500円 178,200円 - 

医療職(看護師) 短大３卒 203,900円 188,900円 - 

 

 (4) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在） 

    区    分  経験年数10年  経験年数15年   経験年数20年   

一般行政職 
大 学 卒 271,500円 307,600円 361,800円 

高 校 卒 225,800円 279,100円 313,800円 

技能労務職 高 校 卒 208,800円 250,000円 273,900円 

医療職(医師) 大 学 卒 447,700円 480,700円 505,200円 

医療職(医療技師) 大 学 卒 264,600円 298,200円 332,800円 

医療職(看護師) 短大３卒 274,600円 304,700円 337,400円 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 定 型 的 な 業 務 を 行 う 職 務  16人 5.6％ 

２ 級 

1  主 任 の 職 務  

2 特 に 高 度 の 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を 行

う 職 務  

31人   11.0％ 

３ 級 主 査 の 職 務  101人 35.7％ 

４ 級 主 任 主 査 の 職 務  31人 11.0％ 

５ 級 室 長 及 び 主 幹 の 職 務 又 は こ れ に 相 当 す る 職 務  57人 20.1％ 

６ 級 
参 事 、 総 括 及 び 困 難 な 業 務 を 分 掌 す る 室 長 の 職 務 又

は こ れ に 相 当 す る 職 務  
32人 11.3％ 

７ 級 
消 防 長 、 理 事 、 部 長 及 び こ れ に 相 当 す る 職 務 又 は 困

難 な 業 務 を 分 掌 す る 参 事 の 職 務  
15人 5.3％ 

 （注）１ 亀山市職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

        ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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5.6% 6.1%
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2級

1級  

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況 

勤務成績を反映させる評価システムが確立していないため、一般職員に対する勤務成績の昇給

への反映は未定であるが、一部管理職員については実施している。 

 

４ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

亀山市       三重県 

１人当たり平均支給額 

（平成22年度） 

1,487千円 

１人当たり平均支給額 

（平成22年度） 

1,614千円 

（平成23年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

2.60月分    1.35月分 

（1.45月分）  （0.65月分） 

（平成23年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

2.60月分    1.35月分 

（1.45月分）  （0.65月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算 

役職加算 5%～15% 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算 

役職加算  5%～20% 

管理職加算 15%～25% 

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。（一般会計のみ） 
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(2) 退職手当（平成２３年４月１日現在） 

支  給  率 

       自己都合  勧奨・定年 

勤続20年         23.50月分  30.55月分 

勤続25年         33.50月分   41.34月分 

勤続35年         47.50月分   59.28月分 

最高限度額       47.50月分   59.28月分 

その他の加算措置 定年早期退職特例措置  2％～20％加算 

1人当たり平均支給額 

（平成22年度） 

自己都合       1,142千円 

勧奨・定年    25,911千円 

  （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

  

(3) 地域手当（平成２３年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成22年度決算） 99,707千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算）     172,504円 

支給対象 支給率 支給対象職員数 

医師 20％  8人 

医師以外の職員 4％ 572人 

 

 

 (4) 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 

支給実績（平成22年度決算） 61,070千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 324,842円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度） 32.4％ 

手当の種類（手当数） ５種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

防疫手当 市民部職員 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑い

がある物件の消每作業及びねずみ族、昆虫等の駆

除作業に従事したとき。 

日額      400円 

建設部職員 感染症の病原体を有する家畜若しくはその疑い

のある家畜に対する防疫作業又は人体に有害な

薬品を使用して植物の防疫作業若しくは害虫の

駆除作業に従事したとき。 

日額      400円 

危険及び不快手当 健康福祉部職員 行旅病人の救護に従事したとき。 日額    1,500円 

行旅死亡人の処理に従事したとき。 日額    3,000円 

環境・森林部職員 じんかい収集又は焼却場の処理作業に従事した

とき。 

日額      850円 

消防職員 消防職員が消火作業又は救急患者の搬送に従事

したとき。 

1件       300円 

特殊手当 

 

全職員 年末年始において、市長が別に定める業務に従事

したとき。 

市長が業務によって

定める額 
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病院手当 

 

看護師 看護師等が正規の勤務時間による勤務の一部又

は全部を深夜(午後10時から翌日の午前5時まで

の間をいう。以下同じ。)において行われる看護

等の業務に従事したとき。 

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未

満の場合 

(3) 深夜における勤務時間が1時間以上2時間未

満の場合 

(4) 深夜における勤務時間が1時間未満の場合 

 

 

 

 

1回      3,300円 

1回      2,900円 

 

1回      2,000円 

 

1回      1,200円 

放射線技師 診療放射線技師又は市長がこれに準ずると認め

た職員が放射線撮影業務に従事したとき。 

(1) 放射線技師 

(2) その他の職員 

 

 

月額     6,000円 

日額       230円 

病院に勤務する医師

以外の職員 

医師以外の者が死体解剖に従事したとき。 1体      2,000円 

病院に勤務する職員 業務の都合上待機を命ぜられたとき。 1回      2,000円 

病院に勤務する職員 次の職員が亀山市立医療センターに勤務したと

き。 

(1) 臨床検査技師､理学療法士及び臨床工学技士 

(2) 薬剤師、管理栄養士及び診療放射線技師 

(3) 副看護部長及び副看護師長 

(4) 看護師及び准看護師 

 

 

月額     8,000円 

月額     5,000円 

月額   12,000円 

月額     8,000円 

研究手当 

 

医師 次の職員が医療に関する研究、調査等に従事した

とき。 

(1) 院長 

(2) 副院長 

(3) 学卒後10年以上の医師 

(4) 学卒後7年以上10年未満の医師 

(5) 学卒後3年以上7年未満の医師 

(6) 卒後3年未満の医師 

(7) 医師が特に命ぜられた医療業務に従事

したとき 

 

(8) 医師が困難な業務に従事したとき 

 

 

 

月額  860,000円 

月額  360,000円 

月額  340,000円 

月額  300,000円 

月額  280,000円 

月額   180,000円 

１回   15,000円 

※4時間超 

10,000円加算 

300,000円を限度

として市長が定め

る額 

 (5) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 決 算 ） 112,337千円                             

 職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 250千円                             

 （注） 支給実績及び平均支給年額は、一般会計の額です。 
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(6) その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

 

手 当 名 内容及び支給単価（月額） 

国の制度 

との異同
 

扶養手当 扶養親族を扶養している職員に支給 

・配偶者 13,000円 

・配偶者以外の扶養親族 6,500円 

・特定期間の加算（16歳～22歳） 5,000円 

同 

住居手当 借家・借間居住職員及び自宅居住職員に支給 

・借家・借間居住職員  支給限度額 27,000円 
同 

通勤手当 通勤に交通機関又は交通用具を利用している職員に支給 

・交通機関等利用者  最高限度額   55,000円 

※最長期間の定期相当額を支給単位期間で除した額の限度額 

・交通用具使用者(2km以上) 2,000円～24,500円 

異 

管理職手当 管理、監督の職にある職員に月額36,000円～112,400円を支給 異 

管理職員特別勤

務手当 

管理、監督の職にある職員が臨時又は緊急の必要性等を有する業務の

ため、週休日又は休日に勤務した場合に4,000円～12,000円を支給 
異 

 

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

区     分 給料月額等 

給 

料 

市          長 

副  市  長        

995,000円（945,250円） 

745,000円（707,750円） 

報 

酬 

議     長 

副  議  長 

議 員 

495,000円 

420,000円 

390,000円 

期 

末 

手 

当 

市          長 

副  市  長        

収   入   役 

 （平成23年度支給割合） 

    ６月期      1.90月分 

    12月期      2.05月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

 （平成23年度支給割合） 

６月期      1.70月分 

    12月期      1.85月分 

退 

職 

手 

当 

 

市          長 

副  市  長 

 

 （算定方式）                   （支給時期） 

給料月額×在職年数×450／100      任期終了時 

給料月額×在職年数×280／100      任期終了時 

 

 （注）平成23年4月1日から平成25年2月5日までの間、市長及び副市長の給料については、 

5％減額した(  )内の月額となっています。 
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第３章 公営企業職員の状況 

 

１ 職員給与費の状況 

 (1) 決算（平成22年度） 

区 分 

総費用 

 

Ａ 

純損益 

又は 

実質収支 

職員給与費 

 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

21年度の総費用に占

める職員給与費比率 

水道事業 1,732,618千円 48,659千円 99,073千円 5.7％ 7.7％ 

工業用水道事業 106,723千円 15,573千円 345千円 0.3％ 0.3％ 

（資料：平成22年度各企業会計決算書） 

 (2) 予算（平成23年度） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 
給  料 職員手当 期末･勤勉手当      計   Ｂ 

水道事業 13人   49,355千円  21,900千円  18,475千円 89,730千円 6,902千円 

工業用水道事業  1人   289千円     28千円 ― 317千円 317千円 

（資料：平成23年度各企業会計予算書） 

  （注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在） 

①水道事業 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

事務･技術職 39.0歳 293,136円 

404,978円 

（337,277円） 

技能労務職 52.3歳 317,081円 

394,291円 

（338,514円） 

②工業用水道事業 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

事務･技術職 34.4歳 286,500円 

369,548円 

（323,020円） 

 （注）１ 「平均給料月額」とは、平成２３年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。  

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務
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手当などの諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものです。 

３  （    ）内は、時間外勤務手当、特殊勤務手当を除く額です。 

 

３ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

亀山市 一般行政職 

１人当たり平均支給額 

（平成22年度） 

1,261千円 

１人当たり平均支給額 

（平成22年度） 

1,487千円 

平成22年度支給割合 

6月期  期末手当   勤勉手当 

1.25月分    0.7月分 

(0.7)月分   (0.3)月分 

12月期  期末手当   勤勉手当 

    1.35月分   0.65月分 

    (0.8)月分  (0.30)月分 

平成22年度支給割合 

6月期  期末手当   勤勉手当 

1.25月分   0.7月分 

(0.7)月分  (0.3)月分 

12月期  期末手当   勤勉手当 

     1.35月分   0.65月分 

     (0.8)月分  (0.30)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算 

役職加算 5%～15% 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算 

役職加算 5%～15% 

 （注） (    )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 (2) 退職手当（平成２３年４月１日現在） 

支  給  率 

       自己都合  勧奨・定年 

勤続20年         23.50月分  30.55月分 

勤続25年         33.50月分   41.34月分 

勤続35年         47.50月分   59.28月分 

最高限度額       47.50月分   59.28月分 

その他の加算措置 定年早期退職特例措置  2％～20％加算 

1人当たり平均支給額 

（平成22年度） 
勧奨・定年       － 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 (3) 地域手当（平成２３年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成22年度決算） 
    2,065,680

千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算）        147,543円 

支給対象 支給率 支給対象職員数 

全職員 4％ 13人 

 （注） 地域手当･･･平成18年度新設 
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 (4) 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 

①水道事業及び工業用水道事業 

支給実績（平成22年度決算） 853千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 56,851円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度） 100.0％ 

手当の種類（手当数） 1種類 

（注） 手当の名称、主な支給対象業務は、第２章の４「職員の手当の状況 (4)特殊勤務手当」と同様で

す。 

 

 (5) 時間外勤務手当 

①水道事業及び工業用水道事業 

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 決 算 ） 11,546千円                             

 職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 770千円                             

 

(6) その他の手当（平成２２年４月１日現在） 

第２章の４「職員の手当の状況 (6)その他の手当」と同様です。 
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第４章 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

１ 一般職の勤務時間の状況 

 (1) 勤務時間、休憩時間及び休息時間 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00 

 

 (2) 勤務時間の弾力化制度（４週間単位の変形労働時間制） 

公務運営上の事情により特別な勤務時間の割振りを行う必要がある場合には、所属

長の承認を受けて勤務時間を変更することができます。 

２ 休暇の概要 

区  分 種  類 内  容 

年次有給休暇  20日（1暦年）  ※繰越し20日 

病気休暇 公務傷病 必要と認められる期間 

私傷病 必要と認められる期間（９０日まで） 

特別休暇 選挙権その他公民としての権利行使 必要と認められる期間 

証人等としての裁判所等への出頭 

骨髄バンクへの登録、骨髄液の提供 

ボランティア休暇 5日以内 

結婚休暇 7日以内（連続） 

産前・産後休暇 産前6週間（市長が認めた場合8週間、

多胎は産前14週間）、産後8週間 

育児時間 1日2回各30分（生後1年以内） 

妻の出産 5日以内 

子の看護 5日（養育する子が2人以上の場合10

日）以内（小学校就学まで） 

忌引 配偶者10日、父母7日、子5日等 

配偶者、子及び父母の追悼のための特

別な行事 

1日以内 

夏季休暇 5日以内 

災害等による住居の復旧作業 7日以内 

災害等による通勤困難時 必要と認められる期間 

災害時の退勤途上の危険回避 

感染症予防のための交通制限等 

生理休暇 2日以内 

妊娠中及び出産後1年以内の健康審査 必要と認められる期間 

要介護者の介護 5日（要介護者が2人以上の場合10日）

以内 

介護休暇 配偶者等の介護（無給） 6月以内 
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第５章  職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

１ 分限処分の状況 

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格

性を欠くなど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をも

たらす処分です。その種類として、免職、降任及び休職があります。 

 

 (1) 分限処分者数（平成22年度） 

区  分 
処分の種類 

処分事由 
免職 降任 休職 合計 

市長部局等 

心身の故障の場合 － － ３人 ３人 

条例で定める事由による場合 － － － － 

教育委員会 

心身の故障の場合 － － － － 

条例で定める事由による場合 － － － － 

合  計 

心身の故障の場合 － － － － 

条例で定める事由による場合 － － ３人 ３人 

 （注） 条例で定める事由による場合とは、勤務実績が良くない場合、職制若しくは定数の改廃又は予算

の減尐により廃職又は過員を生じた場合などです。 

 

 

２ 懲戒処分の状況 

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うこと

により、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類と

して、免職、停職、減給及び戒告があります。 

 

 (1) 懲戒処分者数（平成22年度） 

区  分 
処分の種類 

処分事由 
免職 停職 減給 戒告 合計 

市長部局等 

法令に違反した場合 － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
－ － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 
－ － － － － 
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教育委員会 

法令に違反した場合 － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
－ － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 
－ － － － － 

合  計 

法令に違反した場合 － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
－ － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 
－ － － － － 

 

 

 

第６章  職員の服務の状況 

 

１ 職務専念義務免除の概要 

職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力

のすべてをその職責遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければなりませ

ん。 

研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合等には、あらかじめ承

認を得れば、職務に専念する義務を免除される場合があります。 

 

２ 営利企業等への従事 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら

営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはで

きません。 
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第７章  職員の研修の状況 

 

１ 研修の状況 
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第８章  職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

１ 健康管理事業の状況 

労働安全衛生法及び亀山市安全及び衛生管理に関する規程に基づき、事業者責任と

して、職員の安全と健康を確保するため下記の健康管理事業を実施しています。 

 

事  業  名 事業の内容 

定期健康診断 
職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保

健指導を実施する。 

特定業務健康診断 
有害な業務等に常時従事する職員に業務上疾病が発生する

のを予防する。 

その他健康診断 
ＶＤＴ健康診断、胃がん・婦人がん検診等の健康診断を実施

する。 

その他の健康管理事業 健康相談（月1回実施）、人間ドック受診者支援 

 

 

２ 職員互助会への補助金の状況 

地方公務員法第42条に定められる地方公務員の厚生制度を効率的、効果的に実施す

るため、職員互助会に対し助成しています。 

 

補助実績（平成22度決算）             Ａ 8,787千円                        

職員互助会の事務費・人件費の額        Ｂ 2,483千円 

職員１人当たり補助金額（(Ａ－Ｂ)／職員数） 11千円                           

 

３ その他福利厚生事業の状況 

職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災

害補償については、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それ

ぞれ主体となり制度を実施しています。 
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第９章  公平委員会の業務の状況 

 

１ 業務の状況 

 ○公平委員会の概要 

公平委員会は、地方公務員法第７条第３項の規定により設置され、また処理する業務

は同法第８条第２項において定められています。その主な業務の内容は次のとおりです。 

・職員の給与、勤務時間その他の業務条件に関する措置要求を審査し、判定し、および

必要な措置を執ること。 

・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。 

・職員の苦情を処理すること。 

 

 

２ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 ○勤務条件に関する措置の要求の件数 

区 分 

H20.3.31 

現在 

未処理件数 

H20.4.1～

H21.3.31の措

置要求件数 

H20.4.1～

H21.3.31の処

理件数 

左の内訳 

H21.3.31 

現在 

未処理件数 

H20.3.31 

現在未処理件

数に係る処理

件数 

H20.4.1～

H21.3.31の措

置要求に係る

処理件数 

－ － － － － － － 

計 － － － － － － 

 

 

３ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

 ○不利益処分に関する不服申立ての件数 

区 分 

H20.3.31 

現在 

未処理件数 

H20.4.1～

H21.3.31の不

服申立て 

件数 

H20.4.1～

H21.3.31の処

理件数 

左の内訳 

H21.3.31 

現在 

未処理件数 

H20.3.31 

現在未処理件

数に係る処理

件数 

H20.4.1～

H21.3.31の不

服申立てに係

る処理件数 

－ － － － － － － 

計 － － － － － － 

 

 


